
資料７ 

周産期医療協議会・妊産婦メンタルケア部会 

令和７年度事業実施結果及び令和８年度事業計画（案） 

 

１ 令和７年度事業実施結果 

 

（１）妊産婦メンタルケア部会の開催 

  ○日時 令和７年１１月２５日（火） Zoom 

  ○内容 （１）メンタルケアを必要とする妊産婦への対応・分析について 

      （２）その他 

 

（２）妊産婦メンタルケア対策-早期発見と支援のポイント-の改訂・送付 

 【主な改正点】 

  ・Ⅱ 産後スクリーニングについての記載(P.2) 

（産後2週間、1か月健診時に産婦健康診査票に記載のエジンバラ産後うつ病質問票（EPDS）

を使用し、支援が必要と判断した場合は、市町村等へ情報提供する旨の記載） 

・産婦健康診査フローチャートの挿入（P.10） 

  ・母子保健担当窓口一覧の更新(P.25)  

  →令和７年８月改定版を産科・小児科・精神科医療機関、助産所、市町村、保健所等へ送付。 

  

（３）妊産婦のメンタル支援にかかる研修会の開催 

  ○日時 令和８年３月１０日(火)午後６時から午後７時まで Zoom 

  ○内容 講演「徳島大学病院精神科神経科における周産期メンタルヘルス診療」 

      講師 徳島大学病院 精神科神経科 准教授 中瀧 理仁 氏                                

 

２ 令和８年度事業実施計画（案）について 

 

（１）妊産婦メンタルケア部会の開催 

   開催回数：年１～２回程度 

   

【課題】 

  ・妊産婦のメンタルケアに関する現状や課題の把握と関係機関の支援状況についての共有 

・ガイドライン活用による関係機関の連携強化 

 

【取組】 

１）妊産婦のメンタルケアに関する情報共有、地域における連携体制の整備 

     ・部会の開催により、関係機関の支援状況やその後の経過等について分析を行い、共有

することで、切れ目のないケアの評価と強化につなげる。 

  ２）「妊産婦メンタルケア対策-早期発見と支援のポイント-」及び 

    「妊産婦の受診受入れにかかる精神科医療機関リスト」の周知、活用について 

     ・ガイドラインについて、引き続き活用方法を含めた周知・啓発を行う。 

    ３）関係者資質向上対策及び関係機関との連携推進 

     ・研修会の開催等による妊産婦へのメンタルケアに関する啓発の継続。   

     


